
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

一
六
七

○
旅
館
業
法
施
行
条
例
に
規
定
す
る
施
設
と
し
て
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
件

一
六
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一
六
七

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
七
件

一
六
八

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
十
件

一
七
〇

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件

一
七
二

公

告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

一
七
二

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

一
七
三

福
島
県
公
安
委
員
会

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
し
た
件

一
七
四

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
件

一
七
四

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の

種

類

き
よ
は
し
調

田
村
郡
三
春

有
限
会
社
み

田
村
郡
三
春
町
字

令
和
五
年
二

居
宅
療
養

剤
薬
局
駅
前

町
字
担
橋

は
る
調
剤
薬

大
町
三
二
―
一

月
一
日

管
理
指
導

店

二
―
一
―
五

局

介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

特
別
養
護
老

喜
多
方
市
岩

社
会
福
祉
法

喜
多
方
市
塩
川
町

同
年
三
月
一

介
護
老
人

人
ホ
ー
ム

月
町
大
都
字

人
啓
和
会

字
下
前
田
二
一

日

福
祉
施
設

し
ょ
う
ぶ
苑

菖
蒲
沢
三
六

一
〇
―
一

特
別
養
護
老

河
沼
郡
湯
川

社
会
福
祉
法

喜
多
方
市
塩
川
町

令
和
四
年
一

地
域
密
着

人
ホ
ー
ム
い

村
大
字
佐
野

人
啓
和
会

字
下
前
田
二
一

一
月
一
日

型
介
護
老

ち
ょ
う
の
木

目
字
佐
野
北

人
福
祉
施

四
三

設
入
所
者

生
活
介
護

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
号

旅
館
業
法
施
行
条
例
に
規
定
す
る
施
設
と
し
て
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
四
年
福
島
県
告
示
第
百
七

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

１
及
び
２
中
「
郡
山
市
」
を
「
福
島
市
、
郡
山
市
」
に
改
め
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
法
附
則
第
五
条
第
一
項

の
変
更
の
届
出
に
係
り
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
五
年
三

月
三
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
三
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

み
や
ぎ
生
活
協
同
組
合
ふ
く
し
ま
や
の
め
店

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
向
原
一
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
島
市
か
ら
徴
収
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更

前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線
名

区

間

変

更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
丸
森

伊
達
市
梁
川
町
山
舟
生
字

変
更
前

七
・
五
～

八
二
七
・
四

梁
川
線

高
倉
一
四
番
一
地
先
か
ら

三
二
・
八

同

市
梁
川
町
山
舟
生
字

小
手
内
一
五
番
四
地
先
ま

変
更
後

七
・
五
～

八
二
七
・
四

で

三
二
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更

前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線

名

区

間

変

更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
小
野

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

変
更
前

Ａ

六
・
七
～

一
、
五
三
二
・
三

富
岡
線

内
字
宮
ノ
下
五
九
番
三
地

一
〇
・
三

先
か
ら

Ｂ

一
一
・
五
～

一
、
七
〇
〇
・
〇

同

郡
同

村
大
字
下
川

六
〇
・
〇

内
字
坂
シ
内
一
三
三
番
五

地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

六
・
七
～

一
、
五
三
二
・
三

一
〇
・
三

Ｂ

一
一
・
五
～

一
、
七
〇
〇
・
〇

三
八
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更

前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線

名

区

間

変

更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
小
野

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川

変
更
前

Ａ

四
・
五
～

一
、
七
七
〇
・
〇

富
岡
線

内
字
早
渡
二
七
九
番
一
地

二
六
・
〇

先
か
ら

Ｂ

八
・
八
～

一
、
〇
四
五
・
〇

同

郡
同

村
大
字
上
川

六
三
・
五

内
字
町
分
三
四
四
番
一
地

先
ま
で

変
更
後

Ａ

四
・
五
～

一
、
七
七
〇
・
〇

二
六
・
〇

Ｂ

八
・
八
～

一
、
〇
四
五
・
〇

六
三
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更

前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線

名

区

間

変

更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
小
野

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川

変
更
前

Ａ

五
・
五
～

三
、
五
六
六
・
〇

富
岡
線

内
字
上
滝
一
一
三
番
二
地

六
七
・
〇

先
か
ら

Ｂ

二
〇
・
九
～

三
、
〇
四
四
・
〇

同

郡
富
岡
町
大
字
上
手

八
一
・
七

岡
字
片
倉
一
〇
五
番
地
先

ま
で

変
更
後

Ａ

五
・
五
～

三
、
五
六
六
・
〇

六
七
・
〇

Ｂ

二
〇
・
九
～

三
、
〇
四
四
・
〇

四
五
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線

名

区

間

変
更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
本
宮

安
達
郡
大
玉
村
大
山
字
鳥

変
更
前

一
〇
・
三
～

三
一
〇
・
三

土
湯
温
泉

一
二
二
番
地
先
か
ら

一
六
・
八

線

同

郡
同

村
大
山
字
小

泉
一
〇
五
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

一
二
・
六
～

三
一
〇
・
三

二
九
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線

名

区

間

変
更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
本
宮

安
達
郡
大
玉
村
大
山
字
鳥

変
更
前

一
二
・
六
～

三
一
〇
・
三

土
湯
温
泉

一
二
二
番
地
先
か
ら

二
九
・
五

線

同

郡
同

村
大
山
字
小

泉
一
〇
五
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

一
二
・
六
～

三
一
〇
・
三

二
九
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更

前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線
名

区

間

変

更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
喜
多

喜
多
方
市
塩
川
町
四
奈
川

変
更
前

一
六
・
八
～

一
八
三
・
〇

方
会
津
坂

字
若
宮
一
三
九
八
番
一
地

三
三
・
五

下
線

先
か
ら

同

市
塩
川
町
四
奈
川

変
更
後

一
五
・
三
～

一
八
三
・
〇

字
西
鎧
召
二
三
番
地
先
ま

三
三
・
五

で

（
道
路
計
画
課
）
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福
島
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始

の
期

日

県
道
須
賀
川
三
春
線

田
村
郡
三
春
町
字
八
幡
町
一
七
番
一
地

令
和
五
年
三
月
三
一
日

先
か
ら

同

郡
同

町
字
八
幡
町
三
八
番
一
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始

の
期

日

一
般
国
道
二
八
八
号

田
村
郡
三
春
町
字
鶴
蒔
田
八
番
二
地
先

令
和
五
年
三
月
三
一
日

か
ら

同

郡
同

町
字
八
幡
町
四
三
番
一
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用

開
始

の

期
日

県
道
丸
森
梁
川
線

伊
達
市
梁
川
町
山
舟
生
字
高
倉
六
三
番

令
和
五
年
三
月
三
一
日

一
地
先
か
ら

同

市
梁
川
町
山
舟
生
字
高
倉
一
〇
〇

番
五
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用

開
始

の
期

日

県
道
小
野
富
岡
線

双
葉
郡
川
内
村
大
字
下
川
内
字
坂
シ
内

令
和
五
年
三
月
三
一
日

六
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
下
川
内
字
坂
シ
内

一
三
三
番
五
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始

の
期

日

県
道
小
野
富
岡
線

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
早
渡
二

令
和
五
年
三
月
三
一
日

六
〇
番
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
上
川
内
字
町
分
三

四
四
番
一
地
先
ま
で
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（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用

開
始

の

期
日

一
般
国
道
三
四
九
号

伊
達
市
梁
川
町
字
右
城
町
四
六
番
一
地

令
和
五
年
三
月
三
一
日

先
か
ら

同

市
梁
川
町
字
南
町
谷
川
一
五
番
二

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用

開
始

の

期
日

県
道
平
松
梁
川
線

伊
達
市
梁
川
町
字
上
町
八
〇
番
地
先
か

令
和
五
年
三
月
三
一
日

ら同

市
梁
川
町
字
南
町
谷
川
一
五
番
二

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始
の

期

日

県
道
本
宮
土
湯
温
泉
線

安
達
郡
大
玉
村
大
山
字
鳥

一
二
二
番

令
和
五
年
三
月
三
一
日

地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
山
字
小
泉
一
〇
五
番

一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用

開

始
の

期

日

一
般
国
道
四
〇
〇
号

耶
麻
郡
西
会
津
町
下
谷
字
沼
新
田
乙
二

令
和
五
年
三
月
三
一
日

五
七
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
下
谷
字
沼
尻
乙
三
四

番
二
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用

開

始
の

期
日

県
道
喜
多
方
会
津
坂
下

喜
多
方
市
塩
川
町
四
奈
川
字
若
宮
一
三

令
和
五
年
三
月
三
一
日

線

九
八
番
一
地
先
か
ら
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同

市
塩
川
町
四
奈
川
字
鎧
召
二
三

番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

１

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
名
称

東
今
田

２

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
二
十
一
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
二
十
一
号
と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

石
川
郡
浅
川
町
山
白
石
字

東
今
田

五
十
三
番
二

一
号
及
び
二
号

三
百
三
十
六
番

三
号
及
び
四
号

下
菖
蒲
庭

二
百
四
十
九
番
一

五
号
及
び
六
号

二
百
四
十
六
番

七
号

東
今
田

三
百
四
十
番
一

八
号
及
び
九
号

三
百
四
十
一
番

十
号

三
百
四
十
五
番

十
一
号

百
六
十
七
番

十
二
号
及
び
十
三
号

百
六
十
三
番

十
四
号
及
び
十
五
号

百
十
五
番

十
六
号
及
び
十
七
号

九
十
八
番

十
八
号

六
十
二
番

十
九
号
か
ら
二
十
一
号
ま
で

（
砂

防

課
）
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（
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計
画
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公 告 第 ６ ５ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福
島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ５ 年 ３ 月 31日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
⑴ 免 許 証 カ ー ド 基 体 （ Ｉ Ｃ ） 予 定 数 量 351箱
⑵ イ ン ク リ ボ ン カ セ ッ ト （ Ｉ Ｃ ） 予 定 数 量 161箱
⑶ 運 転 経 歴 証 明 書 用 カ ー ド 基 体 予 定 数 量 20箱

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
令 和 ５ 年 ３ 月 ９ 日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
⑴ １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等 株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ ア イ デ ィ ー シ ス テ ム 東 京 都 新 宿 区 市 谷
加 賀 町 一 丁 目 １ 番 １ 号

⑵ １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等 株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ ア イ デ ィ ー シ ス テ ム 東 京 都 新 宿 区 市 谷
加 賀 町 一 丁 目 １ 番 １ 号

⑶ １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等 株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ ア イ デ ィ ー シ ス テ ム 東 京 都 新 宿 区 市 谷
加 賀 町 一 丁 目 １ 番 １ 号

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
⑴ １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等 １ 箱 当 た り 458 , 1 00円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る
額 を 除 く 。 )

⑵ １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等 １ 箱 当 た り 140 , 0 00円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る
額 を 除 く 。 )

⑶ １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等 １ 箱 当 た り 150 , 6 00円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る
額 を 除 く 。 )

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当

（ 入 札 用 度 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福
島
県
公
安
委
員
会

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ２ ３ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 32の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許

取 得 者 等 教 育 の 認 定 を し た 。
令 和 ５ 年 ３ 月 31日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江
１ 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運
転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地
名 称 株 式 会 社 南 部 自 動 車 学 校
住 所 福 島 県 須 賀 川 市 北 山 寺 町 77番 地
代 表 者 の 氏 名 深 谷 幸 弘
施 設 の 名 称 南 部 自 動 車 学 校
施 設 の 所 在 地 福 島 県 須 賀 川 市 北 山 寺 町 77番 地

２ 認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 課 程 の 区 分 及 び 名 称
運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 12年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 。

以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 課 程 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 （ 高 齢 者
講 習 同 等 ）

３ 認 定 年 月 日
令 和 ５ 年 ３ 月 16日

（ 運 転 免 許 課 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ２ ４ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 32の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許

取 得 者 等 検 査 の 認 定 を し た 。
令 和 ５ 年 ３ 月 31日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江
１ 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運
転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地
名 称 株 式 会 社 南 部 自 動 車 学 校
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住 所 福 島 県 須 賀 川 市 北 山 寺 町 77番 地
代 表 者 の 氏 名 深 谷 幸 弘
施 設 の 名 称 南 部 自 動 車 学 校
施 設 の 所 在 地 福 島 県 須 賀 川 市 北 山 寺 町 77番 地

２ 認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 方 法 の 区 分 及 び 名 称
⑴ 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ４ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ８ 号 。
以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 方 法 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 認 知
機 能 検 査 同 等 ）

⑵ 規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 方 法 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 運 転 技 能 検 査 同 等 ）
３ 認 定 年 月 日

令 和 ５ 年 ３ 月 16日
（ 運 転 免 許 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
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